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Ⅰ 神奈川県水源環境保全・再生基金条例（平成17年神奈川県条例第88号）新旧対照表 

 <附則第６項関係> 

改   正 現   行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（積立額） （積立額） 

第３条 基金に積み立てる額は、次に掲げる

ものの合計額で予算において定める額とす

る。 

第３条 基金に積み立てる額は、次に掲げる

ものの合計額で予算において定める額とす

る。 

(1) 神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県

条例第26号）附則第42項に規定する税率

（以下「特例税率」という。）の適用が

ある個人の県民税の収入額から特例税率

の適用がないものとして計算した場合の

その相当額を控除した額 

(1) 神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県

条例第26号）附則第32項に規定する税率

（以下「特例税率」という。）の適用が

ある個人の県民税の収入額から特例税率

の適用がないものとして計算した場合の

その相当額を控除した額 

(2) （略）  (2) （略） 

第４条～第８条 （略） 第４条～第８条 （略）   
  

 <附則第７項関係> 

改   正 現   行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（積立額） （積立額） 

第３条 基金に積み立てる額は、次に掲げる

ものの合計額で予算において定める額とす

る。 

第３条 基金に積み立てる額は、次に掲げる

ものの合計額で予算において定める額とす

る。 

(1) 神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県

条例第26号）附則第41項に規定する税率

（以下「特例税率」という。）の適用が

ある個人の県民税の収入額から特例税率

の適用がないものとして計算した場合の

その相当額を控除した額 

(1) 神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県

条例第26号）附則第42項に規定する税率

（以下「特例税率」という。）の適用が

ある個人の県民税の収入額から特例税率

の適用がないものとして計算した場合の

その相当額を控除した額 

(2) （略）  (2) （略） 

第４条～第８条 （略） 第４条～第８条 （略）   
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